
 

地域医療再生臨時特例交付金の交付の条件 

 

１．平成２５年度末までの年度計画を作成するとともに、各事業毎の責任者を明確化すること等に

より、計画を着実に実施していくことのできる体制を整えること。 

２．各種会議やパブリックコメントの募集などにより、民間医療機関関係者や医師会等地域の医療

関係団体、地域住民等官民問わず幅広く地域の医療関係者の意見を聴取し、その内容を計

画に反映すること。その際、保健所は、医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割を果た

すこととする。さらに、計画の達成状況の評価を行うに当たっても、同様に幅広い地域の医療関

係者の意見を聴取するようにすること。 

３．高度・専門医療機関等と役割分担・連携する医療機関（以下、「連携医療機関」という。）を、民

間医療機関を含め三次医療圏内で適正数指定することなどにより、急性期から亜急性期、回

復期、維持期、そして在宅へと連なる切れ目のない医療提供体制を構築すること。また、院内

感染を含む感染症対策の体制整備についても留意すること。その際には、必要に応じて医療

計画の見直しを行うこと。 

４．高度・専門医療機関等と連携医療機関は、地域連携クリティカルパスの活用の推進や関係院

長会議を設置するなど、連携をより強固なものとするための仕組みを講じること。 

５．基金は、施設整備・設備整備のみに偏ることなく、医師等の不足となっている地域医療機関が

医師等を受け入れるに当たっての環境整備など医師等の確保や人材育成のためにも活用する

ようにすること。その際には、平成２２年度に実施した「必要医師数実態調査」などによる地域毎

の医師の配置状況の情報を活用すること。 

６．平成２２年度地域医療再生臨時特例交付金交付要綱４（２）の事業の場合は、上記に加え次の

基準を満たしていること。 

①当該事業により整備・拡充等を行う高度・専門医療機関等と連携医療機関（以下、「整備対

象医療機関」という。）には、医師事務作業補助員の導入等医師の負担軽減措置も併せて行

うことなどを通じて、地域医療機関の医師不足を解消していくための役割も積極的に果たし

ていくことのできる体制を整備すること。 

②整備対象医療機関の間で診療情報、臨床評価に係る情報を収集・分析・情報共有する体制

を整備することで、三次医療圏内の医療状況を定量的に評価し、医療の質を底上げするよう

努めること。 

③基金を交付する施設整備・設備整備事業については、基金交付額に加え都道府県経費、事

業者負担等を上乗せした事業規模とすることが望ましい。 

④５０億円を超える基金交付額を申請する事業の整備対象医療機関で、施設整備費として２億

円以上の基金が交付される医療機関については、当該２億円以上の基金が交付される医療

機関全体で原則として１０％以上の病床削減を行うこと。 
（注）ただし、施設整備費として２億円以上の基金が交付される医療機関が病床非過剰地域である二次医

療圏に所在する場合は、５％以上の病床削減とすること。なお、病床過剰地域及び病床非過剰地域

それぞれに所在する病床削減対象医療機関全体の合計削減病床数の個々の医療機関への配分に

ついては、各都道府県が関係者との調整等を行い判断するものとする。 

⑤８０億円を超える基金交付額を申請する事業は、病院の統合再編を行うこと。 
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